
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎変更の概要 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化
を図るため、都市計画区域を市街化区域と市
街化調整区域に区分するものです。 

 

用語の定義（都市計画法第 7 条） 
市街化区域 すでに市街地を形成している区

域及びおおむね⼗年以内に優先
的かつ計画的に市街化を図るべ
き区域 

市街化調整区域 市街化を抑制すべき区域 
 

 

 

碧南市は全域が都市計画区域で、右図の
色のついた部分が「市街化区域」、無着色（白
色）の部分が「市街化調整区域」となって
います。 

市街化区域では、住宅地や⼯業地、商業
地などといった、めざす市街地像に合わせ
て「用途地域」が指定されています。右図
の色分けは、この用途地域の違いによるも
のです。 
 

 

 

当地区について、先述の理由により市街
化を促進するため、市街化区域に編入しま
す。また、これに伴い、他の市街化区域と
同様に用途地域を指定します。 

 

 

 

２号地地区における都市計画法に基づく 

都市計画の変更（案）について 

変更の趣旨 

碧南市における区域区分の状況 碧南市都市計画
総括図 

２号地地区の区域 

市街化区域 
（色のついた部分） 

２号地地区 

２号地地区における区域区分の変更 

区域区分とは 

区域区分のイメージ 

市街化調整区域 
（無着色の部分） 

  ２号地地区（以下「当地区」）は
令和５年１１⽉に公有⽔⾯埋⽴
事業が竣功し、脱炭素社会の実
現に向けた取組を促進するとと
もに、地域の電⼒の安定供給を
持続するための発電所用地とし
て⼟地利用を図る地区です。 

  碧南市都市計画マスタープラン
では、都市づくりの目標に「広
域道路を活かした新たな産業拠
点の整備」を掲げ、当地区を含
む⾐浦港臨海部の⼟地利用の整
備⽅針として「⽣産・流通ゾー
ンは、多様な分野の産業の⽴地
を検討する」こととしています。 

  こうしたなか、⾐浦港港湾計画
に基づき、港湾としての⼟地利
用計画を実現するため、⼟地利
用規制内容を決定します。 

[１] 区域区分の変更について 

原則として宅地化が制限され
る「市街化調整区域」から、
市街化を促進する「市街化区
域」に変更します。 

[１] 区域区分の変更 

市街化区域への編入に伴い、
⼯業用地としてふさわしい
⼟地利用の形成を図るため、
「用途地域」を指定します。 

[２] 用途地域の指定 

⾐浦港港湾計画に基づき、港
湾管理者が適切な⼟地利用規
制を⾏い、港湾として⼟地利
用計画を実現するため、「臨港
地区」を指定します。 

[３] 臨港地区の指定  ＋ 

２号地地区 
25.6ha 

 ＋ 

２号地地区 



  

容積率・建蔽率の考え⽅ 

 
 

 

 

用途地域制度は、良好な市街地環境の形成や機能的な都市活動の確保を図るための制度で、建物を建て
る場合に守るべき最低限のルールとして、それぞれの用途ごとに建てられる建物の用途や容積率、建蔽率

けんぺいりつ

などの制限が定められています。 

用途地域は法制度上、以下の 13 種類があります。 

碧南市では、このうち第二種低層住居専用地域、田園住居地域を除く 11 種類
が指定されています。 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（※碧南市では指定なし） 

13 種類の用途地域のイメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

容積率とは、建物の各階の床⾯積の合計の敷地⾯積に対する割合（％で表します）のことをいいます。 

建蔽率とは、建物の建築⾯積（⽔平投影⾯積。普通は１階の⾯積）の敷地⾯積に対する割合（％で表し
ます）のことをいいます。 

「容積率」「建蔽率」ともに、地域ごとに最⾼限度が定められています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      （市街化調整区域：容積率200％、建蔽率60％） 

 

 

容積率・建蔽率とは 

[２] 用途地域の指定について 

用途地域とは 

※ 

※ 



  

 

 

当地区の用途地域の選定にあたり、隣接地の用途地域の指定状況をみると、北側及び東側は⼯業専
用地域に接し、南側及び⻄側は⾐浦港に⾯しています。こうした状況を踏まえつつ、新たな産業地の形
成をめざして、隣接地と同じ⼯業専用地域を指定します。 

容積率及び建蔽率については、良好な産業地としての市街地形成並びに周辺環境との調和を図る観
点から、市内の⼯業専用地域に適用された容積率２００％、建蔽率６０％を指定します 

変更前（現⾏）         変更後 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  港湾の開発、発展、利用の増進や環境の保全を図るため、臨港地区内では、港湾管理者により分区

が指定され、条例により建築物等の用途が制限されます。 

  当地区において、港湾管理者は愛知県（⾐浦港務所）で、愛知県では「愛知県臨港地区分区内構築

物規制条例」が定められています。 

  この条例では、以下の８種類の分区があり、港湾計画（⾐浦港港湾計画）に基づいて、分区を指定

します。 
 

 

 

 

 

 

 

当地区は、⾐浦港港湾計画において「⼯業用地」

に位置づけられており、発電所用地として⼟地利

用を図ることから、分区を「⼯業港区」に指定し

ます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（用途地域無） 

25.6ha 
容積率 ― 
建蔽率  ―

用途地域内の建築物の主な用途制限 

臨港地区とは 

工業用地 

２号地地区における用途地域の指定について 

⼯業専用地域 

25.6ha 
容積率 200％
建蔽率 60％ 

２号地地区における分区の指定について 

○分区（愛知県臨港地区分区内構築物規制条例） 

 ・商港区 ・特殊物資港区 ・⼯業港区 ・漁港区 

 ・バンカー港区 ・保安港区 ・マリーナ港区 ・修景厚⽣港区 

[３] 臨港地区の指定について 

⾐浦港港湾計画平⾯図（碧南地区） 


